
告 示
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�愛媛県告示第１０３１号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）

第５条第１項の規定による届出があったので、同条第３項の規定に

基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産

業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光

室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２０年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出の概要

� 大規模小売店舗の名称及び所在地

コープ三津

松山市高山町３４４１番外

� 大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては代表者の氏名

三菱ＵＦＪリース株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目５番１号

代表取締役 小幡 尚孝

� 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

生活協同組合コープえひめ

松山市朝生田町三丁目１番１２号

理事長 大川 耕三

� 大規模小売店舗の新設をする日

平成２１年２月１５日

� 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，４７３．７平方メートル

� 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア 駐車場の収容台数

９９台

イ 駐輪場の収容台数

５５台

ウ 荷さばき施設の面積

１１０．０平方メートル

エ 廃棄物等の保管施設の容量

３４．０２立方メートル

� 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

�愛媛県告示第１０３０号
次のとおり落札者を決定した。

平成２０年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

愛媛県消防防災ヘリコプター３６００時
間点検及び耐空検査、無線検査等業
務一式

愛媛県県民環境部
防災局消防防災安
全課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２０年６月１８日

セントラルヘリコプタ
ーサービス株式会社
代表取締役
平 木 寛
愛知県西春日井郡豊山
町大字豊場字岡山１番
地

３２，０２５，０００円 一般競争入札 平成２０年５月２日

毎週（火・金）曜日発行 第１９７７号 平成２０年７月１日

平成２０年７月１日火曜日 第１９７７号

愛 媛 県 報
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店時刻

開店時刻 午前９時 閉店時刻 午後９時４５分

イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時４５分から午後１０時まで

ウ 駐車場の自動車の出入口の数

出入口２箇所

エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後９時まで

２ 届出年月日

平成２０年６月１３日

３ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域

の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者

は、告示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出

することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛

媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部

産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１

月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表

者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活

環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�������
�愛媛県告示第１０３２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第６８条第２項において準用

する同法第１８条第１６項の規定により、清算法人越智郡菊間町土地改

良区から次のとおり清算人が退職した旨の届出があった。

平成２０年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

氏 名 住 所

菅 孝 友 今治市菊間町松尾７８９番地

�������
�愛媛県告示第１０３３号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２０年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

農業用道路整備事業 上浮穴高原地区 平成１６年１１月９日

�������
�愛媛県告示第１０３４号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２０年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２０年７月１日から７月１５日まで

�������
�愛媛県告示第１０３５号
愛媛県土木工事共通仕様書（平成１８年６月愛媛県告示第９８６号）

の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２０年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（「次のように」は、省略し、改正後の愛媛県土木工事共通仕様

書は、愛媛県農林水産部管理局農政課及び土木部管理局土木管理課

並びに各地方局産業経済部産業振興課及び建設部管理課並びに四国

中央土木事務所用地管理課、今治土木事務所管理課、久万高原土木

事務所用地管理課、八幡浜土木事務所管理課、大洲土木事務所事業

管理課、西予土木事務所事業管理課及び愛南土木事務所用地管理課

に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１０３６号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、独立行政法人都市再生機構今治都市開

発事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

平成２０年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（３級基準点測量）

２ 作業期間 （告示日） から

平成２１年３月１９日

３ 作業地域 今治市

�������
�愛媛県告示第１０３７号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、四国中央市長から次のとおり公共測量

を実施する旨の通知があった。

平成２０年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 平成２０年７月８日から

平成２１年３月２５日まで

３ 作業地域 四国中央市川之江町及び金生町下分

�������
�愛媛県告示第１０３８号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、東温市長から次のとおり公共測量が終

了した旨の通知があった。

平成２０年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量

（固定資産現況調査）

愛 媛 県 報平成２０年７月１日 第１９７７号

７５７
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公安委員会訓令

２ 作業期間 平成１９年１２月２０日から

平成２０年３月２４日まで

３ 作業地域 東温市全域

�愛媛県告示第１０３９号
次のとおり愛媛県証紙売りさばき人が指定されたので、愛媛県証紙条例（昭和３９年愛媛県条例第８号）第５条第３項の規定により告示す

る。

平成２０年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県公安委員会訓令第５号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２０年７月１日

愛媛県公安委員会委員長 木 綱 俊 三

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

指定
番号

売 り さ ば き 人
売 り さ ば き 所 指 定 年 月 日

住 所 氏 名 又 は 名 称

四第
２号

四国中央市三島宮川４丁目８番５７号 宇摩建設業協同組合 四国中央市三島宮川４丁目８番５７号 平成２０年６月６日

改 正 後 改 正 前

別表１（第２条関係）

本部長の専決事項

別表１（第２条関係）

本部長の専決事項

法令 専決事項 法令 専決事項

省略 省略

犯罪被害者

等給付金の

支給等によ

る犯罪被害

者等の支援

に関する法

律（昭和５５

年法律第３６

号）

１～４ 省略 犯罪被害者

等給付金の

支給等に関

する法律

（昭和５５

年法律第３６

号）

１～４ 省略

省略 省略

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 部長専決事項

� 省略

� 警務部長

別表２（第３条関係）

部課長の専決事項

１ 部長専決事項

� 省略

� 警務部長

法令 専決事項 法令 専決事項

犯罪被害者

等給付金の

支給等によ

る犯罪被害

者等の支援

に関する法

律施行規則

省略 犯罪被害者

等給付金の

支給等に関

する法律施

行規則

省略

愛 媛 県 報平成２０年７月１日 第１９７７号

７５８



雑 報

�公 告

環境影響評価方法書について

環境影響評価法（平成９年法律第８１号）第５条第１項の規定によ

り、次の対象事業について環境影響評価方法書を作成したので、同

法第７条の規定により、次のとおり公告します。

なお、この環境影響評価方法書について、環境の保全の見地からの

意見を書面により提出することができます。

平成２０年７月１日

住友共同電力株式会社

代表取締役社長 黒 木 明 �
１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

� 事業者の名称 住友共同電力株式会社

� 代表者の氏名 代表取締役社長 黒 木 明 �
� 主たる事務所の所在地

愛媛県新居浜市磯浦町１６番５号

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名称 住友共同電力株式会社新居浜東第二火力発電所１号発

電設備

� 種類 出力が１５万ｋＷ以上である火力発電所の設置の工事の

事業

� 規模 発電出力 ２５万ｋＷ

３ 対象事業が実施されるべき区域

愛媛県新居浜市菊本町１丁目、２丁目及び地先海域

４ 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域

の範囲

愛媛県新居浜市

５ 環境影響評価方法書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所 愛媛県庁、新居浜市役所及び住友共同電力

株式会社本社（愛媛県新居浜市磯浦町１６番５号）

� 縦覧期間 平成２０年７月１日から平成２０年７月３１日まで

� 縦覧時間 ９時から１７時まで

６ 環境影響評価方法書についての意見書の提出期限及び提出先並

びに意見書の提出に必要な事項

� 提出期限 平成２０年８月１４日まで

� 提出先 〒７９２－８５２０ 愛媛県新居浜市磯浦町１６番５号

住友共同電力株式会社 技術企画部

� 意見書の提出に必要な事項

ア 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他

の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

イ 意見書の提出の対象である環境影響評価方法書に記載され

た対象事業の名称

ウ 環境影響評価方法書についての環境の保全の見地からの意

見（日本語により、意見の理由を含めて記載すること。）

（昭和５５年

国家公安委

員会規則第

６号）

（昭和５５年

国家公安委

員会規則第

６号）

省略 省略

�～� 省略

２ 課長専決事項

�・� 省略

� 警務課長

�～� 省略

２ 課長専決事項

�・� 省略

� 警務課長

法令 専決事項 法令 専決事項

犯罪被害者

等給付金の

支給等によ

る犯罪被害

者等の支援

に関する法

律

１・２ 省略 犯罪被害者

等給付金の

支給等に関

する法律

１・２ 省略

犯罪被害者

等給付金の

支給等によ

る犯罪被害

者等の支援

に関する法

律施行規則

１～３ 省略 犯罪被害者

等給付金の

支給等に関

する法律施

行規則

１～３ 省略

�～� 省略 �～� 省略

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

愛 媛 県 報平成２０年７月１日 第１９７７号

７５９



正 誤

�正 誤

平成２０年６月３日付け第１９６９号愛媛県告示第９１７号（町営土地改

良事業の施行の同意）中

ページ 箇 所 誤 正

６８７
目次
右欄
上から８行目

町営土地改良事業の施
行の同意

町営土地改良事業の計
画の変更等の同意

６９５ 右欄
上から２行目 第９６条の２第１項 第９６条の３第１項

６９５ 右欄
上から４行目 施行 計画の変更

平成２０年７月１日 発行

愛 媛 県 報平成２０年７月１日 第１９７７号

７６０


